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(57)【要約】
【課題】圧電素子とバッキング材を接着剤で接合する際
に、圧電素子の直下に厚い接着剤層が形成されず、かつ
接着剤が圧電素子側面の電極部分を被覆しないようにし
た超音波探触子を提供する。
【解決手段】この超音波探触子は、曲面を有する固定バ
ッキング材３と、固定バッキング材の曲面上に貼付され
た柔軟性のある補助部材２と、補助部材の上面に形成さ
れた圧電素子１のアレイとを具備し、補助部材２の下面
と固定バッキング材３の曲面とを接着剤で接着するとき
にはみ出した接着剤６を退避させる凹み領域４が、補助
部材２と固定バッキング材３との接着面の側端に設けら
れている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲面を有する固定バッキング材と、
　前記固定バッキング材の曲面上に貼付された柔軟性のある補助部材と、
　前記補助部材の上面に形成された圧電素子のアレイと、
を具備し、前記補助部材の下面と前記固定バッキング材の曲面とを接着剤で接着するとき
にはみ出した前記接着剤を退避させる凹み領域が、前記補助部材と前記固定バッキング材
との接着面の側端に設けられた超音波探触子。
【請求項２】
　前記凹み領域は、前記固定バッキング材の前記曲面の稜線部を面取りして形成された面
取り面により形成される、請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項３】
　固定バッキング材の側面に前記凹み領域に繋がる逃げ溝をさらに設けて、余剰の接着剤
が前記圧電素子側に溢れないようにした、請求項１または２記載の超音波探触子。
【請求項４】
　前記補助部材と前記固定バッキング材との接着面における前記圧電素子の下に当たらな
い部分に溝孔が形成され、該接着面からはみ出した前記接着剤が該溝孔に浸入できるよう
にした、請求項１から３のいずれか一項に記載の超音波探触子。
【請求項５】
　前記溝孔は、前記圧電素子のアジマス方向における間隔以下の溝幅を有し、前記圧電素
子のエレベーション方向に延伸する、請求項４記載の超音波探触子。
【請求項６】
　前記溝孔は、前記固定バッキング材の曲面と前記補助部材の下面の一方または両方に形
成された溝により構成される、請求項４または５記載の超音波探触子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置などに使用する超音波探触子に関し、特に、超音波探触子を
製造する際に使用する接着剤が電極部分などにはみ出して障害を与えないようにした超音
波探触子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野においては、被検体の内部を観察して診断を行うために、様々な撮像技術が開
発されている。特に、超音波を送受信することによって被検体の内部情報を取得する超音
波撮像は、リアルタイムで画像観察を行うことができる上に放射線による被曝がなく安全
性の高い撮像技術として、産科領域における胎児診断の他、婦人科系、循環器系、消化器
系等を含む幅広い領域において利用されている。
【０００３】
　超音波撮像とは、音響インピーダンスが異なる領域の境界において超音波が反射される
性質を利用する画像生成技術である。超音波撮像を利用する超音波診断装置には、被検体
に接触させて用いられる超音波探触子や、被検体の体腔内に挿入して用いられる超音波探
触子が備えられている。また、被検体内を光学的に観察する内視鏡と体腔内用の超音波探
触子とを組み合わせた超音波内視鏡も使用されている。
【０００４】
　超音波探触子において超音波を送信及び受信する超音波トランスデューサとしては、一
般に、圧電体の両端に電極を形成した圧電振動子が用いられる。振動子の電極に電圧を印
加すると、圧電体が伸縮して超音波が発生する。さらに、複数の振動子を１次元又は２次
元状に配列し、所定の遅延を与えた複数の駆動信号によって駆動することにより、超音波
ビームを所望の方向に向けて形成することができる。一方、振動子は、伝播する超音波を
受信することによって伸縮し、電気信号を発生する。この電気信号は、超音波の受信信号
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として用いられる。
【０００５】
　特に、体腔内に挿入して用いる超音波探触子では、超音波探触子を患部近くまで送り込
む挿入管の細化・柔軟化と共に、挿入管先端部に設置される構成要素の微小化が必要とさ
れる。
【０００６】
　図１１は、従来の超音波探触子の構成例を示す断面図である。圧電体と、圧電体の上下
面にコーティングによって形成された上部電極及び下部電極とによって、振動子が構成さ
れている。振動子の一方の面側にはバッキング材が設けられ、他方の面側には音響整合層
を介してレンズ効果を有する音響素材が設けられている。振動子とバッキング材とは、エ
ポキシ樹脂などの接着剤で結合されている。
【０００７】
　図１２は、図１１のＡ部拡大図である。接着剤が、バッキング材及び振動子の側部に流
出している。これは、振動子とバッキング材とを接着固定させる際に両者を押圧するため
である。この押圧により、空気等の異物混入が無くなって、均一な接着が可能となる。し
かし、押圧により接着剤が側部にはみ出して電極を覆う場合がある。この場合には、駆動
装置から信号を伝えるリード線やＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）などの配線電極を
取り付けても電極との間に電気的な結合が得られないため、接着剤を取り払ってから電気
接続するか、不良品として排除する必要がある。
【０００８】
　特許文献１には、接着剤の周辺流出を防止できる超音波探触子が開示されている。図１
３に示すように、バッキング材の周辺端部に接着剤が溜まる溝を設けて、バッキング材と
電極面を接着する際に溢れた接着剤を溝に導くようにすることが記載されている。これに
より、接着剤の周辺流出を防止することができる。また、特に、溝とバッキング材の端部
の距離、溝幅、溝深さを超音波の１／２波長になるようにすると、この溝に接着剤が充填
して固化しても、吸音性能を損なわないとされている。
【０００９】
　コンベックスタイプの超音波探触子を製作するには、たとえば円筒形のバッキング材の
曲面上に振動子素子をアレイとして配置する必要がある。これを一素子毎に作成し、円筒
曲面上において、素子の主配列方向（アジマス方向）に一定間隔で配し、接着固定するの
は困難である。そこで、図１４に示すように、バッキング材で形成された柔軟性のある薄
い板状の補助部材（「薄バッキング材」とも呼ぶ）を利用して作成する手法が用いられて
いる。補助部材の上に板状の圧電素子・音響整合層を接着した後、アジマス方向に溝を切
って分割し、補助部材の上に個別の圧電素子がアレイ状に配列するようにした上で（図１
４（ａ））、接着剤を用いて円筒形バッキング材の曲面上に補助部材ごと貼り付けること
で（図１４（ｂ））、一定間隔の素子配列が実現できる（図１４（ｃ））。超音波探触子
が小型化してくると、一素子毎に配置するのはより微小かつ精密な作業となるため、この
手法は有効である。
【００１０】
　従来の超音波探触子においては、円筒形バッキング材の方が薄バッキング材よりも幅（
アジマス方向と直交するエレベーション方向における長さ）が大きい構造が主であったが
、超音波探触子自体の小型化に伴って、両者の幅が等しくなってきている。それに伴い、
円筒形バッキング材に薄バッキング材を貼り付ける際の接着剤のはみ出しが、超音波探触
子の作成上問題となってきた。すなわち、円筒形バッキング材に薄バッキング材を貼り付
ける際の接着剤が不足すると、バッキング材の吸音効果が十分に得られず、完成した超音
波探触子の音響性能に悪影響が生じる。しかし、接着剤を過剰に使用すると、図１４（ｃ
）に示すように、超音波探触子が小さいだけに接着剤が簡単にはみ出して、側面が接着剤
で覆われてしまうという問題につながる。特に、はみ出した接着剤が、接着面より上の圧
電素子側、すなわち薄バッキング材や圧電素子の側面にせり上がった場合には、ここが駆
動装置からの電気信号を伝える配線電極と圧電素子の電極とを後に電気的に接続する場所
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であるため，接着剤で覆われて電気接続不良になるおそれがある。
【００１１】
　図１５は、圧電素子の直下に接着剤溜り溝が作成された従来例の超音波探触子を示す組
み立て分解図である。図１５に示した超音波探触子は、コンベックスタイプの超音波探触
子に対して、特許文献１に教示された接着剤の溜まる溝を適用したものである。圧電素子
アレイが載った薄バッキング材を接着する円筒形バッキング材の曲面上に接着剤溜り溝が
設けられている。接着剤溜り溝は、接着面において、側端に近い位置にアジマス方向に設
けられ、特に、溝とバッキング材の端部との間の距離、溝幅、溝深さが超音波の１／２波
長になるようにすることが好ましい。
【００１２】
　また、特許文献２には、図１６に示すように、バッキング材で形成された補助部材に裏
打ちされた振動子を固定し、バッキング材で形成された固定材に、補助部材嵌め込み用の
溝と余分な接着剤を逃がすための逃げ溝を付けておくことが記載されている。振動子の幅
の嵌め込み用溝を固定材に形成しているので、振動子を搭載した補助部材と固定材との位
置合わせは、固定材の嵌め込み用溝に補助部材を嵌め込めば自動的に達成できる。さらに
、嵌め込み用溝の両端にアジマス方向に形成された接着剤逃がし用の逃げ溝によって、余
分な接着剤のはみ出しを防止する。なお、円筒形バッキング材には、曲線部に面取り面が
形成されており、圧電素子から配線を引き出すためのＦＰＣの折り曲げ角度を緩和して、
断線等のダメージが生じないように工夫されている。
【００１３】
　上記従来例の発明は、接着剤が側面にはみ出て圧電体電極と配線電極を絶縁することを
防止するが、いずれも接着剤が退避する逃げ溝が圧電素子の直下に位置するので、圧電素
子の振動方向に溝幅の分だけ部分的に厚い接着剤の層ができてしまう。接着剤はバッキン
グ材と比べると音響減衰能が小さいため、圧電素子の直下の溝に形成される接着剤は探触
子の性能を低下させることになる。また溝内部に気泡が入ると、圧電素子とバッキング材
の間に空気の層が含まれることになり、探触子の音響性能に対してさらに好ましくない影
響を与える。
【００１４】
　なお、逃げ溝の容積が小さいと、溝に収まりきれなかった接着剤が側面にはみ出して、
結局、従来と同様に、圧電体電極と駆動装置からの信号を伝える配線電極との電気的接続
不良を引き起こすおそれがある。また、超音波探触子の小型化が進むにつれてエレベーシ
ョン方向の長さが短くなり音響的にロスする領域が少しでも小さいことが求められるので
、圧電素子の直下における溝に詰まった厚い接着剤層は無い方が良いことはいうまでもな
い。
【特許文献１】特開平８－７９８９４号公報
【特許文献２】特開平７－２３６６３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、圧電素子とバッキング材を接着剤で接合する際に、圧電素子の直下に
厚い接着剤層が形成されず、かつ接着剤が圧電素子側面の電極部分を被覆しないようにし
た超音波探触子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するため、本発明の１つの観点に係る超音波探触子は、曲面を有する固
定バッキング材と、固定バッキング材の曲面上に貼付された柔軟性のある補助部材と、補
助部材の上面に形成された圧電素子のアレイとを具備し、補助部材の下面と固定バッキン
グ材の曲面とを接着剤で接着するときにはみ出した接着剤を退避させる凹み領域が、補助
部材と固定バッキング材との接着面の側端に設けられている。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明によれば、柔軟性を有して圧電素子アレイを載せる薄い補助部材と固定バッキン
グ材とを接着する際に余剰な接着剤がはみ出ても、はみ出た接着剤は接着面の側方に形成
される接着剤溜り溝に排除されるので、圧電素子の直下に音響減衰能が異なる接着剤や空
気の領域が存在せず、余分な音響ロスを防止して、小型であっても高性能な超音波探触子
が得られる。また、はみ出た接着剤は圧電素子や補助部材の側面に達しないので、配線電
極と圧電素子の電極の電気的接続の障害となることがなく、高品質な超音波探触子とする
ことができる。なお、本発明の超音波探触子においては、バッキング材の稜線部の面取り
により、簡単に逃げ溝を形成することができる。面取りを利用した場合には、圧電素子の
直下に位置する接着剤層をより少なくすることができる。また、面取りされた領域が、圧
電素子アレイを載せる薄い補助部材の張り出した下面と共に、接着面の側面において下に
傾斜する壁面を持つ窪みを形成するので、はみ出した接着剤を接着面より下方に誘導しや
すい。
【００１８】
　さらに、圧電素子アレイを載せる薄い補助部材を接着する固定バッキング材の曲面上に
、円筒の母線方向と直交する方向（エレベーション方向）に接着剤退避用の溝孔を作成す
ることもできる。その際に、接着剤退避用溝孔の溝幅を圧電素子の間隔以下とし、薄い補
助部材を貼り付けたときに、接着剤退避用溝孔の位置が圧電素子の直下に来ないようにす
ることが望ましい。固定バッキング材表面に作成する接着剤退避用溝孔は、側面まで延長
しておくことで、接着剤が固定バッキング材の側面部分に形成された接着剤溜り溝に排出
されるので、柔軟性を有する補助部材や圧電素子の側面に接着剤がはみ出ることを防止し
、電気接続の妨げにならないようにすることができる。接着剤退避用溝孔は、薄い補助部
材と固定バッキング材との接着面に作成しても良い。その際も、溝幅を圧電素子の間隔以
下とし、接着剤退避用溝孔の位置が圧電素子の直下に来ないようにすることが望ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳しく説明する。
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図であり、図２は
、第１の実施形態に係る超音波探触子の断面図である。
【００２０】
　本実施形態の超音波探触子は、図１に示すように、圧電素子（振動子）１がアレイとし
て配列された状態で載った柔軟性を有する補助部材（以下、本明細書では「薄バッキング
材」ともいう）２と、薄バッキング材が接着される曲面を持つ固定バッキング材３とを含
んでいる。固定バッキング材３は、接着面が円筒面になっているので、以下において、「
円筒形バッキング材」とも呼ぶ。なお、図１には省略したが、圧電素子１の上には音響整
合層、さらに必要に応じて音響レンズなどを備えている。図２に示すように、圧電素子１
において、圧電体の上面と下面とにはそれぞれ電極が形成され、圧電体電極には駆動装置
からの信号を伝える配線電極と接続する接続端子１ａ，１ｂが設けられている。
【００２１】
　本実施形態においては、圧電体の材料として圧電セラミックが用いられる。圧電セラミ
ックは、電気・機械エネルギー変換能力が高いので、体内の深部まで到達可能な強力な超
音波を発生することができ、また、受信感度も高い。具体的な材料としては、ＰＺＴ（チ
タン酸ジルコン酸鉛：Ｐｂ（Ｔｉ，Ｚｒ）Ｏ３）や、同様のペロブスカイト系結晶構造を
有する変成組成の材料や、一般にリラクサ系材料と呼ばれている材料等を用いることがで
きる。
【００２２】
　薄バッキング材２は、樹脂やゴム等を含んでいる。また、固定バッキング材３は、フェ
ライト粉や金属粉やＰＺＴ粉入りのエポキシ樹脂や、フェライト粉入りのゴムのように、
音響減衰の大きい材料を含んでおり、複数の圧電素子１から発生する不要な超音波の減衰
を早める。
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【００２３】
　円筒形バッキング材３の接着面における円弧状の稜線部には、面取りが施され面取り面
５が形成されている。図２に示すように、薄バッキング材２と円筒形バッキング材３とは
、エポキシ樹脂などの接着剤を用いて接着され、薄バッキング材２の下面と面取り面５で
挟まれた接着剤溜り溝４が接着面の両端の稜線に沿って形成される。超音波探触子を製造
するため、薄バッキング材２と円筒形バッキング材３を接着剤で接着するとき、接着面か
ら溢れた接着剤６は接着面両端の接着剤溜り溝４に浸出して溜まる。
【００２４】
　面取り面５により形成される接着剤溜り溝４の容積を接着面の面積と対比して十分大き
くすれば、接着面から浸出した接着剤６が接着剤溜り溝４から溢れ出さないようにするこ
とができる。したがって、余剰をおそれる余り接着剤の量を過少にして接着性能を劣化さ
せることはない。また、余剰の接着剤６が多すぎて接着剤溜り溝４から溢れる場合にも、
接着剤が接着剤溜り溝４から上方に上がることはまれで、圧電素子１の電極が配置される
圧電素子１や薄バッキング材２の側面に達して電気接続の劣化を来す心配は少ない。さら
に、接着剤が溜まる接着剤溜り溝４は、面取りの角度や深さを適当に選択することにより
、圧電素子１の直下に当たる領域が小さくなるようにして、超音波探触子の性能が劣化し
ないようにすることができる。
【００２５】
　図３は、第１の実施形態の変形例に係る超音波探触子を示す断面図である。図３（ａ）
は、円筒形バッキング材３の曲面の両縁ではなく一方の縁にのみ面取り面５を設けたもの
を示す。余剰接着剤が少なければ、片方の稜線だけ接着剤溜り溝とするだけで十分である
。また、図３（ｂ）は、バッキング材で形成された柔軟性を有する薄い補助部材（薄バッ
キング材）２の端縁にも面取り面７を形成して、円筒形バッキング材３の面取り面５と合
わせて接着剤溜り溝４を形成したものを示す。接着剤溜り溝４の側端縁を面取りして上側
天井も傾斜させることにより、接着剤溜り溝４の容量をより大きくしたり、同じ容積でも
溝を浅くして音響減衰能の劣化を防いだりすることができる。
【００２６】
　図４は、本発明の第２の実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図であり、図５は
、第２の実施形態に係る超音波探触子の斜視図である。
　本実施形態に係る超音波探触子においては、円筒形バッキング材３の接着面稜線に面取
り面５が形成されると共に、側面上に接着面に立てた法線の方向に逃げ溝７が形成されて
いる。面取り面５で形成された接着剤溜り溝から溢れた接着剤６は、逃げ溝７に流入して
広がり、溝の中に収まった状態で固化する。逃げ溝７は、接着面に対して法線方向に延長
するので、圧電素子１の振動位置及び振動方向とずらすことにより、圧電素子１の超音波
励振や超音波検出の性能に大きな影響を与えないようにすることができる。
【００２７】
　図６は、本発明の第３の実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図であり、図７と
図８は第３の実施形態の変形例に係る超音波探触子の一部拡大側面図である。
　本実施形態に係る超音波探触子においては、円筒形バッキング材３の接着面稜線におけ
る面取り面５により接着面端部に接着剤溜り溝が形成され、さらに接着面にエレベーショ
ン方向に伸びる溝孔８が適宜の数だけ形成されている。溝孔８は、圧電素子１の直下を避
けて圧電素子が存在しない部分の下方に配置されることが好ましい。なお、薄バッキング
材２と圧電素子１に溝を切ることによって圧電素子を分離してアレイ化するときに、薄バ
ッキング材２の裏側に溝位置を明らかにするマークを印しておけば、円筒形バッキング材
３と薄バッキング材２の貼り合わせ時の位置合わせが容易になる。
【００２８】
　接着面からはみ出た接着剤は、側面の接着剤溜り溝と接着面の溝孔８に流れ込む。溝孔
８を満たした上に溢れ出た接着剤は、探触子側面に形成された接着剤溜り溝に流入して納
まる。接着剤はバッキング材と比べると音響減衰能が小さいため、圧電素子の直下に存在
する接着剤は探触子の性能を低下させることになるが、本実施形態のように溝孔８を圧電
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素子１の存在しない部分に配置したものでは、探触子の性能を劣化させない。
【００２９】
　なお、図７に示すように、円筒形バッキング材３の表面に形成された溝孔８に替えて、
円筒形バッキング材３に対向する薄バッキング材２の接着面に形成された凹み９により接
着剤を受ける溝孔を形成するようにしても、同じ効果を得ることができる。薄バッキング
材２上に少なくとも下部電極層がコーティングされた圧電体層が接着された後に、ダイシ
ングソーによって圧電体層に溝を形成することにより、個々の圧電素子１が分離される。
その際に、薄バッキング材２の表側にも溝が形成される。したがって、本実施形態におい
ては、薄バッキング材２の表裏に溝が形成されるため、薄バッキング材２の柔軟性が向上
し、円筒形バッキング材３の曲面上に接着するときの作業性がおおいに向上する。
【００３０】
　また、図８に示すように、円筒形バッキング材３の表面に形成された溝孔８と、薄バッ
キング材２の円筒形バッキング材３に接着される面に形成された凹み９とを合わせること
により、接着剤を受ける溝孔を形成するようにしてもよい。このような構成では、組み立
て時に適当な治具を使用することにより容易かつ正確に位置合わせをすることができる。
【００３１】
　図９は、本発明の第４の実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図である。
　本実施形態に係る超音波探触子においては、円筒形バッキング材３の接着面稜線におけ
る面取り面５により接着面端部に接着剤溜り溝が形成され、円筒形バッキング材３と薄バ
ッキング材２との接着面にエレベーション方向に伸びる溝孔が適宜の数だけ形成され、さ
らに、側面上に接着面に対する法線方向に逃げ溝７が形成されている。接着面に形成され
る溝孔は、円筒形バッキング材３の接着面に形成された溝８、薄バッキング材２の下面に
形成された凹み９、あるいは溝８と凹み９を合わせて形成される溝孔のいずれでもよい。
本実施形態における各溝は、それぞれすでに述べた実施形態におけるのと同様の機能を果
たすので、これらを合算した本実施形態の超音波探触子の余剰接着剤収容量は十分に大き
く、円筒形バッキング材３と薄バッキング材２の接着は十分な接着剤を使って確実に行う
ことができる。
【００３２】
　なお、上記各実施形態において、固定バッキング材は円筒の一部で形成される円筒形バ
ッキング材として説明したが、接着面から余剰の接着剤が漏れ出るものである限り固定バ
ッキング材の形状に制約はなく、接着面の稜線部に形成した面取り面で接着面の端縁に接
着剤溜り溝を形成する技術的思想を利用することによって、同じ作用効果を得ることがで
きることは言うまでもない。
【００３３】
　図１０は、本発明の各実施形態に係る超音波探触子を適用する一例として、超音波探触
子が組み込まれた超音波内視鏡の挿入部について、先端部分を拡大して示す図である。図
１０（ａ）は、挿入部の先端部分の上面を示す平面図であり、図１０（ｂ）は、挿入部の
先端部分の側面を示す側面断面図である。なお、図１０（ａ）において、図１０（ｂ）に
示す音響整合層は省略されている。
【００３４】
　図１０に示すように、細く柔軟な挿入部の先端部分には、超音波トランスデューサ部と
、観察窓と、照明窓と、処置具挿通口と、ノズル孔とが設けられている。処置具挿通口に
は穿刺針が配置されている。図１０（ａ）において、観察窓には、対物レンズが装着され
ており、この対物レンズの結像位置には、イメージガイドの入力端又はＣＣＤカメラ等の
固体撮像素子が配置されている。これらは、観察光学系を構成する。また、照明窓には、
光源装置からライトガイドを介して供給される照明光を出射させるための照明用レンズが
装着されている。これらは、照明光学系を構成する。
【００３５】
　処置具挿通口は、挿入部の基端に設けられた操作部の処置具挿入口から挿入される処置
具等を導出させる孔である。この孔から穿刺針や鉗子等の処置具を突出させ、操作部にお



(8) JP 2010-22931 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

いてこれを操作することにより、被検体の体腔内において種々の処置が行われる。ノズル
孔は、照明窓と観察窓を洗浄するための液体（水等）を噴射するために設けられている。
【００３６】
　超音波トランスデューサ部は、コンベックス型の多列振動子アレイを含んでおり、振動
子アレイは、湾曲した面上に複数列に配置された複数の超音波トランスデューサ（圧電振
動子）を有している。図１０（ｂ）に示すように、振動子アレイの前面には、音響整合層
が配置されている。音響整合層上には、必要に応じて音響レンズが配置される。また、振
動子アレイの背面には、バッキング材が配置されている。
【００３７】
　圧電体の材料として圧電セラミックを用いる場合には、圧電セラミックの音響インピー
ダンスと被検体（人体等）との音響インピーダンスとの間に大きな差が存在するので、そ
れらの中間の音響インピーダンスを有する音響整合層を振動子の前面上に配置することに
より、音響インピーダンスの整合を図って、超音波の伝播効率を上げることが必要となる
。音響整合層を２層構造とする場合に、第１の音響整合層の材料としては、例えば、石英
ガラスや、有機材料（エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、アクリル樹脂等）に
高い音響インピーダンスを有する材料粉末（ジルコニア、タングステン、フェライト紛等
）を混入した材料を用いることができる。第２の音響整合層の材料としては、例えば、有
機材料（エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、アクリル樹脂等）を用いることが
できる。音響レンズは、例えば、シリコーンゴムによって形成されており、複数の振動子
から送信され、第１の音響整合層及び第２の音響整合層を伝播した超音波を、被検体内の
所定の深度において集束させる。
【００３８】
　図１０には、振動子アレイとして、コンベックス型の多列アレイが示されているが、円
筒形の面上に複数の超音波トランスデューサを配置したラジアル型の超音波トランスデュ
ーサ部や、球面上に複数の超音波トランスデューサを配置した超音波トランスデューサ部
を用いても良い。挿入部は、可撓性を有する外径数ｍｍの細長い管で形成され、超音波探
触子などの構成要素はこの管に納まる程度に極小型に形成される必要がある。そのような
場合に、本発明は特に有効である。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明により、圧電素子の電極に接着剤が付着しないようにして電気接続率の歩留まり
を向上させ、余剰接着剤の位置を圧電素子の直下にならないようにしてバッキング材の吸
音効果を維持させることにより、小型で高性能な超音波探触子や高性能な超音波診断装置
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る超音波探触子の断面図である。
【図３】第１の実施形態の変形例に係る超音波探触子を示す断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る超音波探触子の斜視図である。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る超音波探触子の一部拡大側面図である。
【図８】本発明の第３の実施形態の変形例に係る超音波探触子の一部拡大側面図である。
【図９】本発明の第４実施形態に係る超音波探触子の組み立て分解図である。
【図１０】本発明の適用例として超音波内視鏡の挿入部先端部分を示す拡大構成図である
。
【図１１】従来の超音波探触子の構成を示す図である。
【図１２】図１１のＡ部拡大図である。
【図１３】従来技術により接着剤流出を防ぐ超音波探触子の構成図である。
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【図１４】従来のコンベックスタイプ超音波探触子の製造手順図である。
【図１５】従来技術により接着剤流出を防ぐようにしたコンベックスタイプ超音波探触子
の組み立て分解図である。
【図１６】従来の曲面タイプ超音波探触子の要部構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　圧電素子
　１ａ，１ｂ　接続端子
　２　薄バッキング材（補助部材）
　３　円筒形バッキング材（固定バッキング材）
　４　接着剤溜り溝
　５　面取り面
　６　接着剤
　７　逃げ溝
　８　溝孔
　９　凹み

【図１】 【図２】

【図３】
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